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重要ポイント

▶ 2022 年 10 月、IASB は、

報告日以前に企業が遵守し

なければならない特約条項

（コベナンツ条項）のみが負

債の流動又は非流動への分

類に影響を及ぼすことを明

確化する改訂を公表した。

▶ 報告日後 12 カ月以内のコ

ベナンツ条項の遵守が条件

になる貸付契約から生じる

非流動負債については追加

的な開示が求められる。

▶ 当該改訂は、2024 年 1 月

1 日以後開始する事業年度

から適用され、早期適用も認

められている。

IASB が特約条項（コベナ

ンツ条項）付非流動負債の

分類の要求事項を改訂

概要

2022 年 10 月、国際会計基準審議会（以下、IASB 又は審議会）は、IAS 第 1 号「財務諸

表の表示」の改訂を公表した。本改訂は、2021 年 11 月に公表された公開草案「特約条

項付の非流動負債－IAS 第 1 号の改訂案」（以下、公開草案）における当初の改訂案が

基礎となっている。本改訂の中で IASB は、報告日以前に企業が遵守しなければならない

特約条項（以下、コベナンツ条項）のみが負債の流動又は非流動への分類に影響を及ぼ

すということを明確化している。

背景

IASB は 2020 年 1 月に IAS 第 1 号第 69 項から第 76 項の改訂（以下、2020 年改

訂）を公表し、負債の流動又は非流動への分類を明確化した。2020 年改訂に織り込まれ

た主要な要求事項により、報告日より後のある日時点でのコベナンツ条項（以下、将来の

コベナンツ条項）の遵守が条件になる負債を有する企業は、当該日にコベナンツ条項を遵

守していない場合には、報告期間の末日時点で負債の決済を延期する権利を有しないと

いうことになる。

しかしながら、利害関係者が本提案の影響に懸念を示したことから、IFRS 解釈指針委員

会（以下、解釈指針委員会）は、2020 年 12 月に暫定アジェンダ決定（以下、TAD）を公

表し、3 つの事例を取り上げ、本提案がそれらにどのように適用されるかを説明した。TAD
に対するコメントレターでは、2020 年改訂が特定のシナリオに及ぼす影響についての懸

念が示されており、解釈指針委員会はそれらに関して理解を示したうえで IASB に報告し

た。以上を受け、IASB は 2021 年 11 月に 2020 年改訂を改訂することを提案し、追加

の調整が行われた後、2022 年 10 月に改訂が公表された（以下、2022 年改訂）。



IASB は、将来のコベナンツ

条項付非流動負債に関する

情報を注記に開示することを

定める要求事項とあわせて

検討することで、分類に関す

る要求事項の改訂により有用

な情報が提供される、と結論

付けた。

2022 年改訂

2022 年改訂では、企業が報告日以前に遵守していなければならない借入契約から生じる

負債のコベナンツ条項のみが当該負債の流動又は非流動への分類に影響を及ぼすことに

なる。本改訂は、そうした負債の開示に関する要求事項にも言及している。IASB は、将来の

コベナンツ条項付非流動負債に関する情報を注記に開示することを定める要求事項と併せ

て検討することで、分類に関する要求事項の改訂により有用な情報が提供されると結論付

けた。

別個の表示

公開草案で提案されていた改訂案とは異なり、2022 年改訂により企業は、将来のコベナン

ツ条項を 12 カ月以内に遵守することが条件となる非流動負債の区分表示が求められなく

なった。その代わり、2022 年改訂は、企業にコベナンツ条項及び関連する負債の情報を注

記で開示することを求めている。

開 示

2022 年改訂では、借入契約から生じる負債が非流動に分類され、将来のコベナンツ条項

の 12 カ月以内の遵守が決済を延期する企業の権利の条件になる場合には、企業はその

旨を開示しなければならない。この開示にはコベナンツ条項及び関連する負債に関する情

報を含めることが求められる。さらに、将来のコベナンツ条項の性質に関する情報、及び関

連する負債の帳簿価額も含める必要がある。この情報の目的は、利用者が将来のコベナン

ツ条項の性質を理解し、非流動に分類された負債が 12 カ月以内に返済せざるを得ないリ

スクを評価できるようにすることにある。加えて、事実と状況からそうしたコベナンツ条項の遵

守が困難であるということが窺える場合には、当該事実と状況を開示しなければならない。

例えば、報告日の前又は後に企業が実施する緩和策もそれらに該当し開示することにな

る。同様に、報告期間の末日時点で将来のコベナンツ条項を遵守していない場合、その事

実の開示は適切と考えられる。

決済を延期する権利

IASB は公開草案で、第 69 項（d）の決済を延期する権利の意味、及び第 72B 項の要求事

項の範囲を明確化することを提案した。特に公開草案では、企業が負債の決済を延期する

権利を有することのない状況を明確にするために、「企業の将来における行動の影響を受け

ない」事象又は結果という概念を導入していた。しかし、寄せられたフィードバックでは、本提

案によりその目的は達成されないだろうとのコメントがあった。そのため IASB は、第 72B
項の要求事項を借入契約から生じる負債にのみ適用することにした。
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2020 年改訂

2020 年改訂のうち、2022 年改訂に影響されないものがいくつかあり、そのうち 2 つを以

下に要約している。

「負債の分類は、企業が当該負債の決済を報告期間後少なくとも 12 カ月にわたり延期する

権利を行使する可能性の程度には影響されない」ということを明確化するための要求事項

（第 75A 項）が付け加えられた。すなわち、短期に決済するという経営者の意図が分類に影

響を与えることはない。このことは、財務諸表が承認される時点で決済が生じている場合で

あっても同じである。

IASB はさらに「負債の決済」が何を意味するかを明確化するために 2 つの新たな要求事項

（第 76A 項と第 76B 項）を IAS 第 1 号に付け加えた。IASB は、負債の決済と企業からの

資源の流出とを結びつけることが重要であると結論付けた。企業の自己の資本性金融商品

による決済は、負債の流動又は非流動の分類の目的上は決済とみなされるが、1 つの例外

が存在する。その例外は、転換オプション自体が資本性金融商品に分類される場合にの

み、負債の流動又は非流動の判断において、自己の資本性金融商品による決済を考慮す

る必要がないということである。

2020 年改訂の詳細は IFRS Developments 第 159 号「負債の流動負債又は非流動負債

への分類の改訂」を参照されたい。

現行の IAS 第 1 号からの変更点

2020 年改訂及び 2022 年改訂により生じた現行の IAS 第 1 号に対する主な変更は次の

とおりである。

• 決済を延期する権利－本改訂により、負債の決済を延期する企業の権利が企業の将来

のコベナンツ条項の遵守を条件とする場合には、企業は、報告期間の末日時点でそれ

らのコベナンツ条項を遵守していなくても負債の決済を延期する権利を有しているという

ことが明確化される（上記の「2022 年改訂」を参照）。

• 想定される延期－本改訂により、負債の分類は、企業が当該負債の決済を報告期間後

少なくとも 12 か月にわたり延期する権利を行使する可能性の程度には影響されないと

いうことが明確化される（上記の「2020 年改訂」を参照）。

• 自己の資本性金融商品による決済－本改訂により、自己の資本性金融商品による負債

の決済により負債の分類に影響が生じるという要求事項には 1 つの例外が存在すると

いうことが明確化される（上記の「2020 年改訂」）を参照。

• 開示－企業が将来のコベナンツ条項の 12 カ月以内の遵守が条件となる負債の決済を

延期する権利を有している場合には、企業は本改訂により借入契約から生じる負債が非

流動に分類されているという追加的な開示を行うことが求められる。

経過措置及び発効日

本改訂は 2024 年 1 月 1 日以後開始する事業年度から適用され、IAS 第 8 号「会計方

針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って遡及適用しなければならない。早期適用は認

められるが、その場合はその旨の開示が必要となる。

それに応じて 2020 年改訂の発効日も 2023 年 1 月 1 日以降開始する事業年度から

2024 年 1 月 1 日以降開始する事業年度に延期される。2020 年改訂の早期適用は認め

られる。ただし、2020 年改訂を早期適用する企業は、2022 年改訂も適用しなければなら

ず、またその逆の場合も同様である。

弊社のコメント

2020 年改訂と 2022 年改訂の複合的な影響は実務に影響を及ぼす。

したがって、企業は当該改訂が既存の借入契約や今後計画されている

借入契約に及ぼす影響を慎重に検討する必要がある。検討にあたり、今

回の改訂は遡求適用が必要である点に十分留意されたい。
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